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第
七
十
七
次
定
期
宗
会

　
告
　
諭

本
日
こ
こ
に
、
第
七
十
七
次
定
期
宗
会
を
招
集
い
た

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
、
ご
多
忙
な
中
、

ご
登
山
下
さ
り
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

昨
年
十
一
月
に
は
、
宗
会
議
員
の
皆
様
や
宗
団

の
寺
院
住
職
、
教
師
の
協
力
を
得
て
、
醍
醐
寺
開
創

千
百
五
十
年
慶
讃
大
法
要
を
無
魔
成
満
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
た
く
、御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
大
法
要
に
お
い
て
、
上
醍
醐
の
五
大

堂
前
の
道
場
で
、
二
十
年
ぶ
り
に
柴
燈
護
摩
を
実
施
し

た
こ
と
が
、「
上
醍
醐
復
興
」
を
願
う
大
き
な
流
れ
と

な
り
、
本
年
二
月
に
は
「
五
大
力
尊
仁
王
会
」
の
前
行

を
上
醍
醐
で
も
行
う
こ
と
に
繋
が
り
ま
し
た
。
こ
の「
上

醍
醐
」
へ
の
信
心
を
、今
後
も
大
切
に
し
た
い
と
願
い
、

参
拝
者
へ
の
接
遇
改
善
に
も
努
め
た
と
こ
ろ
、
参
拝

さ
れ
た
方
の
満
足
度
を
表
す
外
部
の
指
標
も
著
し
く
上

が
っ
て
お
り
ま
す
。

大
法
要
を
終
え
、
目
前
と
な
っ
た
令
和
七
年
度
は
、

醍
醐
寺
だ
け
で
な
く
、
真
言
宗
醍
醐
派
に
於
い
て
も
、

こ
れ
か
ら
の
未
来
に
向
か
っ
て
歩
み
だ
す
時
で
あ
る

と
、
考
え
て
お
り
ま
す
。
長
年
の
懸
案
で
あ
る
「
財
務

の
改
善
」
は
、少
し
ず
つ
進
ん
で
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
宗
団
の
根
本
を
定
め
る
方
策
の
一

つ
が
、
本
宗
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。
ど
う
か
、
醍
醐
寺

を
本
山
と
す
る
宗
団
の
未
来
を
見
据
え
て
、
論
議
し
て

い
た
だ
く
よ
う
に
、
お
願
い
し
ま
す
。

最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
議
員
各
位
の
ご
健
勝
を
祈

り
、
告
諭
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
真
言
宗
醍
醐
派
管
長

�

大
僧
正
　
壁
瀬
宥
雅

�

三
好
　
祥
徳 

萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も�

（
醍
醐
の
こ
み
ち
）

ま
だ
暗
い
堂
内
。
経
本
の
文
字
を
追
う
視
線
の
少
し

上
、
灯
火
に
照
ら
さ
れ
、
た
な
び
く
白
い
煙
に
彼
の
國

を
感
じ
、
先
を
描
く
祈
り
を
弥
勒
さ
ま
に
聞
い
て
い
た

だ
き
ま
す
。
三
宝
院
本
堂
弥
勒
堂
の
朝
勤
行
の
風
景
で

す
。醍

醐
寺
に
奉
職
さ
せ
て
い
た
だ
き
早
六
年
。
昨
年
大

原
総
長
が
就
任
さ
れ
て
以
来
、
毎
朝
お
供
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
向
か
っ
て
右
側
、
縦
に
座
坪
を
整

え
弥
勒
さ
ま
の
ご
尊
顔
を
斜
め
横
か
ら
拝
し
て
繋
が
り

ま
す
。
と
て
も
厳
か
な
尊
い
時
間
で
す
。

こ
の
弥
勒
さ
ま
、
当
山
と
南
都
と
の
大
き
な
関
わ
り

の
ご
縁
で
、
あ
の
有
名
な
仏
師
快
慶
初
期
の
代
表
作
と

伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
正
面
か
ら
の
ご
尊
顔
は
ふ
く

よ
か
で
且
つ
気
品
が
溢
れ
、
横
か
ら
の
お
姿
に
は
冷
厳

な
厳
し
さ
も
感
じ
る
と
て
も
尊
い
、
そ
し
て
正
し
く
未

来
や
来
世
を
も
諭
し
て
下
さ
る
拙
僧
大
好
き
な
仏
さ
ま

で
ご
ざ
い
ま
す
。
毎
日
優
し
く
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
諭

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
拙
僧
の
未
熟
さ
に
気
づ

い
た
時
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
の
感
情
が
湧
き
上
が

り
ま
す
。
正
直
恥
ず
か
し
さ
も
同
時
で
す
。
忘
れ
な
い

よ
う
に
と
素
直
に
反
省
し
て
善
は
急
げ
と
一
日
一
日
を

始
め
て
お
り
ま
す
。 

近
々
で
は
上
醍
醐
で
の
仁
王
会
前
行
再
興
を
壁
瀬
門

跡
猊
下
の
『
変
革
の
信
』
の
元
、
大
原
総
長
先
頭
に
皆

で
一
丸
と
な
っ
て
熱
祈
熱
祷
し
て
祈
り
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
祈
り
は
全
国
の
信
者
さ
ま
に
も
伝
わ
り
、
こ
の
ご

時
世
の
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
信
心
い
た
だ
い
た
皆

さ
ま
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
昨
年
初
秋
よ
り
三
宝
院
大
玄
関
に
て
拝
観
の

方
々
に
ご
挨
拶
と
湯
茶
の
お
接
待
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
大
原
総
長
の
「
当
た
り
前
の
お

も
て
な
し
を
」
の
思
い
か
ら
始
め
て
み
た
行
い
で
す
。

時
節
の
ご
挨
拶
に
始
ま
る
参
拝
者
さ
ま
と
の
会
話
。
拙

僧
、
難
し
い
話
は
出
来
ず
と
も
、
た
わ
い
の
無
い
会
話

を
交
わ
す
だ
け
で
、
そ
の
方
の
お
顔
が
緩
み
来
山
の
満

ち
足
り
た
ご
様
子
は
、
こ
ち
ら
も
気
持
ち
が
和
ら
い
で

幸
せ
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

「
見
渡
せ
ば 
柳
桜
を 

こ
き
ま
ぜ
て 

　
　
　
　
　
　
　
都
ぞ
春
の 

錦
な
り
け
る
」

こ
の
四
月
号
を
お
目
通
し
い
た
だ
き
ま
す
頃
に
も 

未
だ
美
し
く
咲
き
誇
る
桜
も
い
く
つ
か
あ
る
事
か
と
存

じ
ま
す
。
特
に
早
朝
の
舞
散
っ
た
桜
で
真
っ
白
な
参
道

に
修
行
僧
の
付
け
る
足
跡
を
見
る
に
つ
け
、
彼
ら
の
温

か
い
未
来
を
汲
む
こ
と
が
出
来
る
素
敵
な
瞬
間
で
す
。

我
々
の
誇
り
は
、
凜
と
し
た
風
が
感
じ
ら
れ
る
こ
の
美

し
さ
に
、
下
界
と
の
距
離
を
置
け
る
静
け
さ
で
あ
り
ま

す
。
末
寺
徒
弟
の
皆
さ
ま
に
は 

是
非
こ
の
キ
ラ
キ
ラ

し
た
醍
醐
寺
で
ご
修
行
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
勧
め
申

し
上
げ
ま
す
。

今
後
と
も
皆
さ
ま
の
お
心
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

合
　
掌

�

［
令
和
七
年
三
月
寄
稿
］
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内
局
変
更
に
関
す
る
お
知
ら
せ

こ
の
た
び
、
左
記
の
通
り
、
山
内
内
局
役
員
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。
就
任
し
た
田
中
祐
考
師
、
宮
野
隆
聖
師
の
略
歴
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　
観
音
寺
住
職
（
京
都
府
相
楽
郡
和
束
町
大
字
園
小
字
奥
出
二
）
。
昭
和
三
十
五

（
一
九
六
〇
）
年
福
岡
県
北
九
州
市
出
身
。
六
十
四
歳
。
師
僧
は
北
村
祐
円
僧
正
。

昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
三
月
種
智
院
大
学
仏
教
学
部
卒
業
。
昭
和
五
十
九

（
一
九
八
四
）
年
五
月
二
十
一
日
戒
師
・
岡
田
宥
秀
大
僧
正
の
も
と
三
宝
院
道
場
に

て
得
度
。
昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
十
二
月
二
十
一
日
岡
田
宥
秀
大
阿
闍
梨
の

も
と
三
宝
院
道
場
に
て
伝
法
灌
頂
を
成
満
。
伝
法
学
院
第
五
十
三
回
卒
。

　
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
十
二
月
総
務
部
総
務
課
庶
務
書
記
、
同
三
（
一
九
九
一
）

年
五
月
総
務
部
総
務
課
庶
務
主
事
補
、
同
六
（
一
九
九
四
）
年
六
月
総
務
部
総
務
課

庶
務
主
事
、
同
九
（
一
九
九
七
）
年
十
二
月
総
務
部
総
務
課
長
、
同
二
十
一

（
二
〇
〇
九
）
年
九
月
教
学
部
長
兼
醍
醐
山
伝
法
学
院
主
監
、
同
年
十
二
月
～
同
二

（
二
〇
二
〇
）
年
八
月
ま
で
総
本
山
醍
醐
寺
執
行
・
教
学
部
長
を
務
め
、
同
年
九
月

醍
醐
山
伝
法
学
院
院
長
に
就
任
。
令
和
七
（
二
〇
二
五
）
年
一
月
再
任
。
醍
醐
山
伝

法
学
院
院
長
を
兼
ね
る
。
中
僧
正
。

　
興
隆
寺
住
職
（
京
都
府
相
楽
郡
和
束
町
大
字
湯
船
小
字
五
の
瀬
三
〇
九
）
。
昭
和

四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
三
月
十
八
日
大
阪
府
八
尾
市
出
身
。
五
十
八
歳
。
師
僧
は

加
来
大
忍
僧
正
。
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
三
月
種
智
院
大
学
仏
教
学
部
卒
業
。
平

成
二
（
一
九
九
〇
）
年
五
月
二
十
一
日
戒
師
・
麻
生
文
雄
大
僧
正
の
も
と
三
宝
院
道

場
に
て
得
度
。
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
十
二
月
二
十
一
日
麻
生
文
雄
大
阿
闍
梨
の

も
と
三
宝
院
道
場
に
て
伝
法
灌
頂
成
満
。
伝
法
学
院
五
十
九
回
卒
。
平
成
三

（
一
九
九
一
）
年
八
月
〜
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
伝
法
学
院
寮

監
を
務
め
る
。
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
四
月
〜
光
明
山
聖
法
院
勤
務
。
平
成
十
五

（
二
〇
〇
三
）
年
四
月
〜
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
カ
ー
チ
ェ

ン
ジ
Ａ
１
株
式
会
社
取
締
役
就
任
（
広
報
兼
シ
ス
テ
ム
担
当
）
。
平
成
十
八

（
二
〇
〇
六
）
年
三
月
三
日
プ
ロ
ペ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
（
現
ロ
イ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
デ

ザ
イ
ン
株
式
会
社
）
代
表
取
締
役
就
任
。
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
八
月
一
般
社
団

法
人
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
協
会
理
事
就
任
。
令
和
六
（
二
〇
二
四
）
年

六
月
同
法
人
代
表
理
事
就
任
。
令
和
七
（
二
〇
二
五
）
年
四
月
就
任
。
権
中
僧
正
。

醍醐寺執行
醍醐派総務部長

田 中 祐 考 師

醍醐寺執行
醍醐派財務部長

宮 野 隆 聖 師
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醍醐寺は多様な働き方に対応いたします。

・自坊と両立したい。
・上醍醐や入峰修行関係を中心に働きたい。
・リモートやフレックスを活用したい。

この他、
何なりとお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先
人事担当 森下：morishita@daigoji.or.jp

醍醐寺僧侶職員募集

▼
度
牒
授
与

　

本
宗
籍

令
和
六
年
十
月
三
日

　
　
　

愛　

媛�

中
野　

陽
教

▼
僧
階
昇
補

　

本
宗
籍

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　

中
僧
正　
　
　

北
海
道�
荻
原　

隆
信

十
一
月
十
二
日

　
　
　

権
大
僧
都　
　

愛　

媛�

山
尾　

瑛
成

▼
責
任
役
員
任
命

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日

　
　
　

静　

岡　
　
　

一
乗
院�

石
上　

貴
代

�

石
上　

奈
那

�

橘　
　

雅
史

　
　
　

埼　

玉　
　
　

秩
父
教
会�

大
森　

公
夫

�

大
森　

一
夫

�

鈴
木　

武
子

�

松
本　

美
子

　
　
　

滋
賀
（直）　
　
　

明
王
院�

和
気　

正
真

�

神
浦　

芳
宏

二
月
十
日

　
　
　

鳥　

取　
　
　

三
光
院�

山
本　

賢
璋

�

鍋
濱　

保
彦

二
月
二
十
二
日

　
　
　

京　

都　
　
　

不
動
院�

中
野　

堅
忍

�

浅
野　

恵
心

�

山
田　

隆
平

�

浅
野　

未
希

三
月
六
日

　
　
　

三　

重　
　
　

飯
福
田
寺�

世
木　

栄
俊

�

世
木　

淑
江

三
月
十
六
日

　
　
　

栃　

木　
　
　

瑞
峯
寺�

井
上　

清
樹

�

田
中
美
智
子

▼
総
代
委
嘱

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日

　
　
　

静　

岡　
　
　

一
乗
院�

橘　
　

隆
史

�

吉
川
美
佐
惠

�

春
日　

雅
江

　
　
　

美　

作　
　
　

金
龍
寺�

水
島
美
由
喜

　
　
　

埼　

玉　
　
　

秩
父
教
会�

大
森　

弘
子

�

鈴
木　

一
忠

�

菅　
　

義
人

�

井
上　

勝
正

　
　
　

滋
賀
（直）　
　
　

明
王
院�

長
瀬　

福
男

�

岩
崎　
　

豊

�

壁
瀬　

智
泉

二
月
三
日

　
　
　

富　

山　
　
　

聖
久
寺
教
会�

坂
口　

順
子

�

上
野　

順
子

二
月
十
日

　
　
　

鳥　

取　
　
　

三
光
院�

盛
本　

恭
子

�

山
本　

俶
子

�

鍋
浜　

善
子

二
月
二
十
二
日

　
　
　

京　

都　
　
　

不
動
院�
吉
岡　

智
子

�
加
地　

裕
子

�
八
塚　

建
介

三
月
六
日

　
　
　

三　

重　
　
　

飯
福
田
寺�

羽
木　

一
也

�

滝
口　
　

徹

�

中
山　

正
康

録
　
事

三
月
十
六
日

　
　
　

栃
木
（直）　
　
　

瑞
峯
寺�

赤
津　
　

一

�

荒
川　

一
彦

�

原　
　

研
一

▼
承
認
・
証
明

一
月
二
十
五
日

　
　
　

福　

岡　
　
　

謹
念
寺

規
則
変
更
承
認
の
件

二
月
十
日

　
　
　

兵　

庫　
　
　

龍
王
院

宗
教
法
人
解
散
の
件

二
月
十
五
日

　
　
　

広　

島　
　
　

北
之
坊

土
地
取
得
承
認
の
件
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第
三
十
九
回
人
権
啓
発
研
究
集
会
（
第
五
十
一
回
奈
良
県
人
権
・
部
落
解
放
研
究
集
会
）

　

令
和
七
年
二
月
四
日（
火
）、
五
日（
水
）　 

奈
良
県
橿
原
文
化
会
館
、
か
し
は
ら
万
葉
ホ
ー
ル

　
　

出
席
：
西
内
脩
観 

師

大
阪
矯
正
管
区
教
誨
師
連
盟　

第
十
八
回
教
誨
師
初
任
研
修
会

　

令
和
七
年
二
月
十
七
日（
月
）　　

大
阪　

難
波
別
院
（
南
御
堂
） 

同
朋
会
館
一
階
講
堂

　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右 
教
誨
師

京
都
刑
務
所
教
誨
師
会　

令
和
六
年
度
京
都
刑
務
所
教
誨
師
会
自
主
研
修
会

　

令
和
七
年
二
月
二
十
七
日（
木
）　

京
都　

ハ
ー
ト
ン
ホ
テ
ル
京
都
一
階　

宇
治･

伏
見
の
間

　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右 

教
誨
師

節
分
会

　

令
和
七
年
二
月
二
日（
日
）　　
　
　

午
後
一
時　
　

下
伽
藍　

清
瀧
宮

五
大
力
餅
入
魂
式

　

令
和
七
年
二
月
十
一
日（
火
・
祝
）　

午
前
十
一
時　

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都

　

令
和
七
年
二
月
十
八
日（
火
）　　
　

午
後
一
時　
　

深
雪
会　

つ
る
き
餅

五
大
力
尊
仁
王
会

　

前　

行　

令
和
七
年
二
月
十
五
日（
土
）　 

午
後
三
時　

開
白　

上
醍
醐　

五
大
堂
／
下
醍
醐　

金
堂

　
　
　
　
　

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日（
金
） 

午
前
十
時　

結
願　

上
醍
醐　

五
大
堂
／
下
醍
醐　

金
堂

　

仁
王
会　

令
和
七
年
二
月
二
十
三
日（
日
・
祝
）　

午
前
九
時　

全
山

総
務
部
よ
り

　

宗
教
法
人
の
寺
院
・
教
会
は
、
毎
年
会
計
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に
役
員
名
簿
と
財
産
目
録
の
写
し

を
所
轄
庁
（
都
道
府
県
庁
）
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
（『
宗
教
法
人
法
』
第
二
十
五
条
第

四
項
）。

　

こ
の
他
に
も
、
収
支
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
、
境
内
建
物
に
関
す
る
書
類
、
事
業
に
関
す
る
書
類
の

写
し
の
提
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
詳
細
は
、
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

又
は
、
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

宗
務
本
庁
で
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
本
庁
に
も
提
出
い
た
だ
く
こ
と
を
、
宗
教
法
人
並
び
に

非
宗
教
法
人
の
寺
院
・
教
会
に
お
願
い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
寺
院
・
教
会
は
、
適
切
な
運
営
の
た
め
、
当
該
寺
院
・
教
会
規
則
に
基
づ
き
、
責
任
役
員
及

び
総
代
を
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
責
任
役
員
・
総
代
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
任
期
満
了
に
な

ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

財
務
部
よ
り

　

既
に
宗
費
賦
課
金
の
請
求
書
を
送
ら
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
場

合
は
、
宗
務
本
庁
財
務
部
宛
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

お
手
元
に
ご
ざ
い
ま
す
場
合
は
、
お
早
目
の
納
付
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
慶
讃
事
業
義
納
金
や
各
種
お
支
払
い
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
宗
務

本
庁
財
務
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

教
学
部
よ
り

醍
醐
山
伝
法
学
院　

第
九
十
三
回
生
卒
業
式

　

令
和
七
年
四
月
十
四
日（
月
）　　
午
前
十
時　

醍
醐
山
伝
法
学
院
本
堂

醍
醐
山
伝
法
学
院　

第
九
十
四
回
生
入
学
式

　

令
和
七
年
四
月
十
六
日（
水
）　　
午
前
十
時　

醍
醐
山
伝
法
学
院
本
堂

釈
尊
降
誕
会　

花
ま
つ
り

　

令
和
七
年
四
月
八
日（
火
）　　
　

午
前
十
時　

真
如
三
昧
耶
堂

清
瀧
権
現
桜
会　

第
七
十
回　

豊
太
閤
花
見
行
列

　

令
和
七
年
四
月
十
三
日（
日
）　　

午
後
一
時　

下
伽
藍

清
瀧
権
現
桜
会　

結
願　

恵
印
法
要

　

令
和
七
年
四
月
十
五
日（
火
）　　

午
後
十
時　

金
堂

感
謝
状
授
与
式

　

令
和
七
年
四
月
十
五
日（
火
）　　

午
後
二
時　

金
堂

清
瀧
権
現
桜
会　

大
蔵
流
奉
納
狂
言

　

令
和
七
年
四
月
十
五
日（
火
）　　

午
後
三
時　

金
堂

三
宝
院
流
得
度
式

　

令
和
七
年
四
月
二
十
一
日（
月
）　

午
前
十
時　

三
宝
院　

本
堂

三
宝
院
聖
天
堂
御
開
扉

　

令
和
七
年
五
月
一
日（
木
）
～
五
月
六
日（
火
・
祝
）　

午
前
九
時
～
午
後
五
時

准
胝
観
音
御
開
扉
法
要

　

令
和
七
年
五
月
十
五
日（
木
）　　

開
白　

午
前
十
時
三
十
分　

下
伽
藍　

観
音
堂

　

令
和
七
年
五
月
十
八
日（
日
）　　

中
日　

午
前
十
時
三
十
分　

下
伽
藍　

観
音
堂

　

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日（
水
）　

結
願　

午
後
二
時　
　
　
　

下
伽
藍　

観
音
堂

梵
字
悉
曇
伝
授　

第
四
会

　

令
和
七
年
五
月
二
十
日（
火
）
～
五
月
二
十
一
日（
水
）　

研
修
棟
（
Z
o
o
m
参
加
可
）

　

伝
授･

悉
曇
阿
闍
梨
：
種
智
院
大
学 

児
玉
義
隆 

副
学
長

　

※
詳
細
情
報
お
よ
び
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
。

醍
醐
寺
オ
ー
プ
ン
テ
ン
プ
ル
「
１
Ｄ
Ａ
Ｙ 

こ
こ
ろ
の
修
行
体
験
」

　

令
和
七
年
五
月
三
日（
土
）　　
　

午
前
九
時

　

※
五
月
十
日（
土
）
か
ら
日
程
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

醍
醐
寺
「
ほ
た
る
の
夕
べ
」

　

令
和
七
年
五
月
二
十
四
日（
土
）　

午
後
六
時　
　

三
宝
院
憲
深
林
苑

本
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

醍
醐
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ

宗
派
だ
よ
り

末
寺
・
教
会
・
醍
醐
寺
だ
よ
り

←お申し込みは
　こちらから
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（
議
事
要
録
）

議
席
決
定

（「
議
席
に
つ
い
て
は
任
期
中
変
わ
ら
ず
」

と
い
う
こ
と
で
提
案
。
了
承
さ
れ
る
。）

一　

番　
　

大
道　

厳
猛

二　

番　
　

岩
鶴　

密
雄

三　

番　
　

和
気　

正
真

四　

番　
　

藤
澤　

寛
秀

五　

番　
　

橘　
　

栄
徳

六　

番　
　

今
井　

奉
一

七　

番　
　

欠　

番

八　

番　
　

丸
山　

亮
淨

九　

番　
　

大
塚　

静
弘

十　

番　
　

谷
山　

光
信

十
一
番　
　

黒
岩　

聖
款

十
二
番　
　

岩
城　

秀
親

（
番
外
席
は
次
の
通
り
）

番
外
一
番　

大
原　

弘
敬
・
宗
務
総
長

番
外
二
番　

仲
田　

順
英
・
総
務
部
長

番
外
三
番　

浦
郷　

宜
右
・
教
学
部
長

番
外
四
番　

三
好　

祥
徳
・
財
務
部
長

番
外
五
番　

田
中　

祐
考
・
伝
法
学
院
院
長

幹　
　

事　

小
暮　

徹
順
・
総
務
課
長

（
午
前
十
時
五
分
か
ら
開
会
式
）

開
会
式

小
暮
幹
事
＝
そ
れ
で
は
、
開
会
式
に
移
り
ま
す
。
ご
法
楽

致
し
ま
す
。

─
御
法
楽
─

管
長
猊
下
告
諭

告
諭
。
本
日
、
こ
こ
に
臨
時
宗
会
を
招
集
致
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
ご
多
忙
な
中
ご
登
山
く
だ
さ
り
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
臨
時
宗
会
は
、
宗
務

本
庁
令
和
五
年
度
決
算
案
の
審
議
が
中
心
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
決
算
案
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
令
和
五
年
度
の
宗
務
本

庁
に
お
い
て
包
括
す
る
寺
院
、
教
会
、
所
属
す
る
教
師
に
資

す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
実
施
し
た
か
を
示
す
も
の

で
す
。
真
言
宗
醍
醐
派
の
未
来
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
重

要
な
案
件
で
あ
り
、
慎
重
に
審
議
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。
加
え
て
、
本
年
十
一
月
に
は
醍
醐
寺
開
創

千
百
五
十
年
慶
讃
大
法
要
を
迎
え
ま
す
。
そ
の
記
念
事
業
で

あ
る
旧
三
宝
院
、
灌
頂
院
跡
を
荘
厳
す
る
「
法
流
の
杜
」
計

画
を
推
し
進
め
る
た
め
、
宗
会
議
員
一
同
が
さ
ら
に
ご
尽
力

く
だ
さ
る
よ
う
に
、
切
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
暑
い
季
節
を
迎
え
ま
す
。
最
後
に
議

員
各
位
の
ご
健
勝
を
祈
り
告
諭
と
致
し
ま
す
。

令
和
六
年
七
月
二
六
日

　
　
　

真
言
宗
醍
醐
派
管
長

大
僧
正　
　

壁
瀬　

宥
雅

議
長
答
辞

岩
鶴
議
長
＝
本
日
、
臨
時
宗
会
開
催
に
当
た
り
、
議
員
全

員
、
管
長
の
命
に
従
い
登
山
致
し
ま
し
た
。
慎
重
審
議
、
議

論
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
令
和
五
年
度
真
言
宗
醍

醐
派
宗
務
本
庁
歳
入
歳
出
決
算
（
案
）」
を
見
る
限
り
、
非

常
に
厳
し
い
数
字
が
羅
列
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
令
和
五
年
度
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
新
し
い
体
制
が
始
ま

り
ま
し
た
三
月
に
予
算
が
決
議
さ
れ
、
そ
し
て
今
月
の
決
算

を
も
と
に
過
去
の
醍
醐
派
の
事
業
が
一
応
の
切
り
が
つ
く
の

か
な
と
。
新
し
い
壁
瀬
管
長
の
下
、
新
し
い
事
業
が
本
年
か

ら
ま
た
ス
タ
ー
ト
す
る
と
非
常
に
期
待
を
し
て
お
り
ま
す
し
、

十
一
月
に
は
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
慶
讃
法
要
が
十
四
日

開
白
、
十
八
日
結
願
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

議
員
一
同
、
誠
心
誠
意
、
全
力
を
も
っ
て
こ
の
事
業
を
成
功

に
導
く
よ
う
努
力
を
し
た
い
。
斯
様
、
存
じ
て
お
り
ま
す
。

季
節
柄
、
非
常
に
厳
し
い
気
温
で
す
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
て
お
り
ま
す
。
管
長
猊
下
は
我
々
全

末
寺
、
教
師
の
羅
針
盤
で
す
。
ど
う
か
お
身
体
に
気
を
付
け

て
い
た
だ
き
、
健
康
に
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
、
限
ら
れ
た
時
間
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
上
程
さ
れ

ま
し
た
決
算
に
つ
い
て
慎
重
審
議
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

─
管
長
猊
下
ご
退
席
─

小
暮
幹
事
＝
そ
れ
で
は
、
議
長
様
、
議
長
席
へ
お
願
い
致

し
ま
す
。

─
議
長
、
議
長
席
へ
─

小
暮
幹
事
＝
議
長
に
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
定
員
十
二

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

真
言
宗
醍
醐
派
臨
時
宗
会
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名
、出
席
者
十
一
名
、欠
番
一
議
席
。『
真
言
宗
醍
醐
派
宗
制
』

第
三
章
第
六
節
第
二
十
二
条
の
規
定
を
満
た
し
て
お
り
ま
す

こ
と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。『
真
言
宗
醍
醐
派
宗
制
』

第
三
章
第
六
節
第
九
十
一
条
並
び
に
『
真
言
宗
醍
醐
派
規

則
』
第
二
章
第
六
節
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
宗
会

開
会
の
宣
言
を
、
議
長
様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
そ
れ
で
は
、
真
言
宗
醍
醐
派
臨
時
宗
会
を
開

催
し
ま
す
。

最
初
に
、
各
委
員
会
の
構
成
を
決
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
回
の
宗
会
の
委
員
会
構
成
で
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

─
「
異
議
な
し
」
の
声
─

岩
鶴
議
長
＝
異
議
な
し
の
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

読
み
上
げ
ま
す
。
議
長
、
岩
鶴
密
雄
。
副
議
長
、
大
塚
静
弘
。

続
い
て
委
員
会
構
成
を
申
し
上
げ
ま
す
。

常
置
委
員
会
。
大
塚
静
弘
議
員
、
大
道
厳
猛
議
員
、
和
気

正
真
議
員
、岩
城
秀
親
議
員
、岩
鶴
密
雄
。
以
上
、五
名
で
す
。

予
算
委
員
会
。
岩
城
秀
親
議
員
、
藤
澤
寛
秀
議
員
、
橘
栄

徳
議
員
、
今
井
奉
一
議
員
、
谷
山
光
信
議
員
。
以
上
、
五
名

で
す
。
委
員
長
は
岩
城
秀
親
議
員
で
お
願
い
し
ま
す
。

決
算
委
員
会
。
和
気
正
真
議
員
、
丸
山
亮
淨
議
員
、
黒
岩

聖
款
議
員
。
以
上
、
三
名
で
す
。
委
員
長
は
和
気
正
真
議
員
。

請
願
委
員
会
。
大
道
厳
猛
議
員
、
和
気
正
真
議
員
、
今
井

奉
一
議
員
。
以
上
、三
名
で
す
。
委
員
長
は
、大
道
厳
猛
議
員
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

署
名
議
員
。
橘
栄
徳
議
員
、
丸
山
亮
淨
議
員
。
以
上
、
二

名
で
す
。

院
内
幹
事
。
和
気
正
真
議
員
、
谷
山
光
信
議
員
。
以
上
、

二
名
で
す
。

申
し
上
げ
た
委
員
会
構
成
で
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

ご
異
議
な
い
で
し
ょ
う
か
。

─
「
異
議
な
し
」
の
声
─

岩
鶴
議
長
＝
そ
れ
で
は
早
速
議
事
に
入
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
本
日
上
程
さ
れ
ま
し
た
案
件
は
一
件
で
す
。
第
一
号
議

案
「
令
和
五
年
度
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
歳
入
歳
出
決
算

書
（
案
）」
で
す
。
そ
れ
で
は
、
番
外
一
番
、
宗
務
総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
審
議
い
た
だ
き
ま
す
前
に
、
一
言
ご
挨

拶
申
し
上
げ
ま
す
。
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
法
務

ご
多
忙
の
中
を
臨
時
宗
会
に
ご
出
席
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

座
主
猊
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
晋
山
以
来
、
各
方
面

へ
の
ご
晋
山
の
ご
挨
拶
回
り
も
ほ
ぼ
終
わ
り
ま
し
て
、
あ
と

は
宮
中
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
す
こ
ぶ
る
ご
健
康
に

て
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
我
々
は
管
長
猊
下

の
信
に
お
応
え
す
べ
く
、
変
革
に
向
け
努
力
を
致
し
て
お
る

最
中
で
す
。
財
政
的
に
は
大
変
厳
し
い
状
況
下
で
す
が
、
引

き
続
き
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
を

申
し
上
げ
ま
す
。

最
初
に
、
一
つ
お
詫
び
を
申
し
上
げ
な
い
と
い
け
な
い
の

で
す
が
、
一
月
二
十
二
日
に
入
山
し
て
以
来
、
半
年
を
過
ぎ

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
既
に
皆
様
方
に
配
布
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
宗
務
本
庁
の
歳
入
歳
出
決
算
書
案
を
お
目
通
し

し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
変
、
赤
字
に
な
っ
て
お

り
ま
し
て
、
余
剰
金
を
取
り
崩
す
こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
足
り
ず
に
、
醍
醐
寺
よ
り
特
別
の
拠
出
金
を
出
す

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
早
く
こ
の
こ
と
に
気
付
い
て

補
正
予
算
を
組
む
べ
き
で
し
た
が
、
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
な

く
本
日
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
、
事
務
局
ト
ッ
プ
と

し
て
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
申

し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
番
外
の
ご
紹
介
を
申
し
上
げ
ま
す
。
番
外
一

番
、
宗
務
総
長
、
大
原
弘
敬
で
す
。
番
外
二
番
、
総
務
部
長
、

仲
田
順
英
。
番
外
三
番
、教
学
部
長
、浦
郷
宜
右
。
番
外
四
番
、

財
務
部
長
、
三
好
祥
徳
。
番
外
五
番
、
伝
法
学
院
院
長
、
田

中
祐
考
。
番
外
六
番
、
財
務
部
課
長
、
工
藤
泰
光
。

そ
の
他
に
、
議
事
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た
め
に
職
員
を

配
置
し
て
お
り
ま
す
。
幹
事
と
し
て
、
総
務
部
課
長
、
小
暮

徹
順
。
書
記
と
し
て
、
教
学
部
課
長
・
百
目
鬼
幸
秀
、
総
務

部
庶
務
課
長
・
森
下
篤
志
、
総
務
部
課
長
補
佐
・
壁
瀬
智
泉
、

教
学
部
課
長
補
佐
・
飯
田
俊
海
、
参
与
・
長
瀬
福
男
、
総
務

部
・
柴
田
千
帆
、
教
学
部
・
米
田
景
子
、
財
務
部
・
太
田
素

子
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

三
好
財
務
部
長
＝
議
長
。

岩
鶴
議
長
＝
財
務
部
長
。

三
好
財
務
部
長
＝
そ
れ
で
は
、
お
手
元
の
資
料
「
令
和
五

年
度
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
歳
入
歳
出
決
算
書
（
案
）」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

予
算
額
、
決
算
額
、
比
較
増
減
と
備
考
の
欄
も
お
目
通
し

い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
細
か
い
と
こ
ろ
は
後
ほ
ど
ご
質

問
を
お
受
け
致
し
ま
す
。

「
歳
入
総
額
」
八
千
三
百
万
円
の
予
算
に
対
し
、
決
算
額
、

七
千
七
百
四
十
二
万
八
千
百
十
七
円
。
五
百
五
十
七
万
千
八

百
八
十
三
円
の
減
。

第
一
款
「
宗
費
賦
課
金
」、
六
千
五
百
三
十
万
円
の
予
算

に
対
し
、
五
千
六
百
四
十
二
万
五
千
二
百
四
十
四
円
の
決
算
。

八
百
八
十
七
万
四
千
七
百
五
十
六
円
の
減
。

第
一
款
第
一
項
「
当
年
度
収
入
」、
五
千
九
百
万
円
の
予

算
に
対
し
、
五
千
二
百
十
七
万
三
千
二
百
四
十
四
円
。
六
百

八
十
二
万
六
千
七
百
五
十
六
円
の
マ
イ
ナ
ス
。
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第
一
款
第
一
項
第
一
目
「
寺
院
」、
二
千
八
百
万
円
の
予

算
に
対
し
、
二
千
五
百
四
十
三
万
二
百
四
十
四
円
の
決
算
。

二
百
五
十
六
万
九
千
七
百
五
十
六
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
一
項
第
二
目
「
教
会
」、
二
百
三
十
万
円
の
予

算
に
対
し
、
百
七
十
一
万
六
千
円
の
決
算
。
五
十
八
万
四
千

円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
一
項
第
三
目
「
本
宗
教
師
僧
侶
」、
二
千
万
円

の
予
算
に
対
し
、
千
九
百
二
十
四
万
四
千
円
の
決
算
。
七
十

五
万
六
千
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
一
項
第
四
目
「
修
験
道
教
師
僧
侶
」、
八
百
七

十
万
円
の
予
算
に
対
し
、
五
百
七
十
八
万
三
千
円
の
決
算
。

二
百
九
十
一
万
七
千
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
二
項
「
過
年
度
収
入
」、
六
百
三
十
万
円
の
予

算
に
対
し
、
四
百
二
十
五
万
二
千
円
の
決
算
。
二
百
四
万
八

千
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
二
項
第
一
目
「
寺
院
」。
百
四
十
万
円
の
予
算

に
対
し
、
二
十
一
万
五
千
円
の
決
算
。
百
十
八
万
五
千
円
の

マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
二
項
第
に
目
「
教
会
」、
六
十
万
円
の
予
算
に

対
し
、
十
六
万
五
千
円
の
決
算
。
四
十
三
万
五
千
円
の
マ
イ

ナ
ス
。

第
一
款
第
二
項
第
三
目
「
本
宗
教
師
僧
侶
」、
三
百
万
円

の
予
算
に
対
し
、
二
百
六
十
八
万
三
千
円
の
決
算
。
三
十
一

万
七
千
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
一
款
第
二
項
第
四
目
「
修
験
道
教
師
僧
侶
」、
百
三
十

万
円
の
予
算
に
対
し
、
百
十
八
万
九
千
円
の
決
算
。
十
一
万

千
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
二
款
「
礼
録
金
」、
九
百
六
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

四
百
六
十
一
万
七
千
円
の
決
算
。
四
百
九
十
八
万
三
千
円
の

マ
イ
ナ
ス
。

第
二
款
第
一
項
「
本
宗
」、
八
百
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

四
百
六
万
七
千
円
の
決
算
。
四
百
三
万
三
千
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
二
款
第
二
項
「
修
験
道
」、百
五
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

五
十
五
万
円
の
決
算
。
九
十
五
万
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
三
款
「
手
数
料
」、
三
百
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、
百

八
十
二
万
千
六
百
九
円
の
決
算
。
百
二
十
七
万
八
千
三
百
九

十
一
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
三
款
第
一
項
「
証
明
・
承
認
」、
二
百
八
十
万
円
の
予

算
に
対
し
、
百
六
十
四
万
千
六
百
九
円
の
決
算
。
百
十
五
万

八
千
三
百
九
十
一
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
三
款
第
二
項
「
褒
賞
」、
三
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

十
八
万
円
の
決
算
。
十
二
万
円
の
マ
イ
ナ
ス
。

第
四
款
「
雑
収
入
」、
二
百
万
円
の
予
算
に
対
し
、
決
算

二
百
三
十
九
万
九
千
百
七
十
五
円
。
三
十
九
万
九
千
百
七
十

五
円
の
増
。

第
五
款
「
醍
醐
寺
拠
出
金
」、
三
百
万
円
の
予
算
に
対
し
、

三
百
万
円
の
決
算
。

第
六
款
「
剰
余
金
取
崩
」、
予
算
無
し
に
対
し
、
決
算
二

百
七
十
三
万
七
千
九
百
十
九
円
。
二
百
七
十
三
万
七
千
九
百

十
九
円
の
減
。
後
ほ
ど
、
余
剰
金
処
分
計
算
書
に
て
、
も
う

一
度
ご
報
告
致
し
ま
す
。

第
七
款
「
醍
醐
寺
特
別
拠
出
金
」
予
算
無
し
、
決
算
六
百

四
十
二
万
七
千
百
七
十
円
。
六
百
四
十
二
万
七
千
百
七
十
円

の
減
。

二
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
歳
出
総
額
」、
八
千
三
百
万
円

の
予
算
に
対
し
、
決
算
七
千
七
百
四
十
二
万
八
千
百
十
七
円
。

五
百
五
十
七
万
千
八
百
八
十
三
円
の
減
。

第
一
款
「
奠
供
費
」、
百
万
円
の
予
算
に
対
し
、
百
万
円

の
決
算
。

第
二
款
「
宗
務
本
庁
費
」、
四
千
八
百
六
十
五
万
円
の
予

算
に
対
し
、
四
千
六
百
二
十
四
万
六
千
七
百
八
十
八
円
の
決

算
。
二
百
四
十
万
三
千
二
百
十
二
円
の
減
。

第
二
款
第
一
項
「
給
与
費
」、
三
千
三
百
万
円
の
予
算
に

対
し
、
決
算
三
千
二
百
四
十
三
万
千
円
。
五
十
六
万
九
千
円

の
減
。

第
二
款
第
二
項
「
事
務
費
」、
千
百
七
十
五
万
円
の
予
算

に
対
し
、
決
算
千
百
十
二
万
三
千
三
百
四
十
六
円
。
六
十
二

万
六
千
六
百
五
十
四
円
の
減
。

第
二
款
第
二
項
第
一
目
「
備
品
費
」、
百
五
十
万
円
の
予

算
に
対
し
、
七
十
三
万
三
百
四
十
二
円
の
決
算
。
七
十
六
万

九
千
六
百
五
十
八
円
の
減
。

第
二
款
第
二
項
第
二
目
「
消
耗
品
費
」、
百
六
十
五
万
円

の
予
算
に
対
し
、
百
十
五
万
七
千
七
百
四
円
の
決
算
。
四
十

九
万
二
千
二
百
九
十
六
円
の
減
。

第
二
款
第
二
項
第
三
目
「
印
刷
費
」、
七
十
万
円
の
予
算

に
対
し
、
八
十
七
万
八
千
六
百
九
十
一
円
の
決
算
。
十
七
万

八
千
六
百
九
十
一
円
の
増
。

第
二
款
第
二
項
第
四
目
「
通
信
・
運
搬
費
」、
三
百
六
十

万
円
の
予
算
に
対
し
、
四
百
十
五
万
八
千
百
五
十
三
円
の
決

算
。
五
十
五
万
八
千
百
五
十
三
円
の
増
。

第
二
款
第
二
項
第
五
目
「
情
報
管
理
費
」、
四
百
三
十
万

円
の
予
算
に
対
し
、
四
百
十
九
万
八
千
四
百
五
十
六
円
の
決

算
。
十
万
千
五
百
四
十
四
円
の
減
。

第
二
款
第
三
項
「
旅
費
交
通
費
」、
百
七
十
万
円
の
予
算

に
対
し
、
九
十
七
万
五
百
二
十
円
の
決
算
。
七
十
二
万
九
千

四
百
八
十
円
の
減
。

第
二
款
第
四
項
「
光
熱
水
費
」、
百
二
十
万
円
に
対
し
、

八
十
二
万
二
千
五
百
十
五
円
の
決
算
。
三
十
七
万
七
千
四
百

八
十
五
円
の
減
。

第
二
款
第
五
項
「
東
京
出
張
所
費
」、
十
万
円
の
予
算
に

対
し
、
十
万
円
の
執
行
で
す
。

第
二
款
第
六
項
「
諸
問
題
対
策
費
」、
八
十
万
円
の
予
算

に
対
し
、
決
算
七
十
七
万
八
千
四
百
五
十
五
円
。
二
万
千
五
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百
四
十
五
円
の
減
。

第
二
款
第
七
項
「
雑
費
」、
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、
二

万
九
百
五
十
二
円
の
決
算
。
七
万
九
千
四
十
八
円
の
減
。

第
三
款
「
会
議
費
」、
四
百
七
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

決
算
四
百
十
七
万
六
千
八
百
二
十
五
円
。
五
十
二
万
三
千
百

七
十
五
円
の
減
。

第
三
款
第
一
項
「
宗
会
費
」、
二
百
五
十
万
円
の
予
算
に

対
し
、
二
百
六
十
九
万
八
千
四
百
五
円
の
決
算
。
十
九
万
八

千
四
百
五
円
の
増
。

第
三
款
第
二
項
「
所
長
会
費
」、
百
三
十
万
円
の
予
算
に

対
し
、
百
三
十
七
万
五
千
四
百
六
十
円
の
決
算
。
七
万
五
千

四
百
六
十
円
の
増
。

第
三
款
第
三
項
「
諸
制
度
審
議
会
費
」、
五
十
万
円
の
予

算
に
対
し
、
開
催
無
し
で
執
行
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

第
三
款
第
四
項
「
そ
の
他
」
四
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

十
万
二
千
九
百
六
十
円
の
決
算
。
二
十
九
万
七
千
四
十
円
の

減
。第

四
款
「
教
学
費
」、
二
千
百
七
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

決
算
二
千
六
十
七
万
四
千
二
百
八
円
。
百
二
万
五
千
七
百
九

十
二
円
の
減
。

第
四
款
第
一
項
「
伝
法
学
院
交
付
金
」、
千
二
百
五
十
万

円
の
予
算
に
対
し
、
決
算
千
二
百
八
十
一
万
六
千
六
百
六
十

五
円
。
三
十
一
万
六
千
六
百
六
十
五
円
の
増
。

第
四
款
第
二
項
「
宗
内
伝
道
費
」、
二
百
三
十
万
円
の
予

算
に
対
し
、
決
算
百
九
十
七
万
千
六
百
八
円
。
三
十
二
万
八

千
三
百
九
十
二
円
の
減
。

第
四
款
第
三
項
「
教
化
活
動
費
」、
百
七
十
万
円
の
予
算

に
対
し
、
百
八
十
九
万
七
百
七
十
七
円
。
十
九
万
七
百
七
十

七
円
の
増
。

第
四
款
第
四
項
「
機
関
誌
製
作
費
」、
五
百
万
円
の
予
算

に
対
し
、
決
算
三
百
八
十
三
万
八
千
四
百
六
十
三
円
。
百
十

六
万
千
五
百
三
十
七
円
の
減
。

第
四
款
第
五
項
「
人
権
擁
護
推
進
費
」、
十
五
万
円
の
予

算
に
対
し
、
十
五
万
六
千
六
百
九
十
五
円
の
決
算
。
六
千
六

百
九
十
五
円
の
増
。

第
四
款
第
六
項
「
雑
費
」、
五
万
円
の
予
算
に
対
し
、
執

行
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
頁
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
第
五
款
「
負
担
金
」、
二

百
七
十
五
万
円
の
予
算
に
対
し
、
二
百
三
十
三
万
二
千
円
の

決
算
。
四
十
一
万
八
千
円
の
減
。

第
五
款
第
一
項
「
種
智
院
大
学
負
担
金
」、
七
十
万
円
の

予
算
に
対
し
、
七
十
万
円
の
決
算
。

第
五
款
第
二
項
「
全
日
仏
負
担
金
」、
百
万
円
の
予
算
に

対
し
、
九
十
三
万
七
千
円
の
決
算
。
六
万
三
千
円
の
減
。

第
五
款
第
三
項
「
同
宗
連
負
担
金
」、
三
十
五
万
円
の
予

算
に
対
し
、
三
十
五
万
円
の
決
算
。

第
五
款
第
四
項
「
そ
の
他
」、
七
十
万
円
の
予
算
に
対
し
、

三
十
四
万
五
千
円
の
決
算
。
三
十
五
万
五
千
円
の
減
。

第
六
款
「
宗
務
所
報
償
金
」、
二
百
二
十
万
円
の
予
算
に

対
し
、
決
算
二
百
十
七
万
五
千
二
百
四
十
六
円
。
二
万
四
千

七
百
五
十
四
円
の
減
。

第
七
款
「
選
挙
費
」、
百
万
円
の
予
算
に
対
し
、
八
十
二

万
三
千
五
十
円
の
決
算
。
十
七
万
六
千
九
百
五
十
円
の
減
。

第
八
款
「
予
備
費
」、
百
万
円
の
執
行
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

続
い
て
、「
剰
余
金
処
分
計
算
書
（
案
）」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。「
Ⅰ
未
処
分
剰
余
金
」、
二
百
七
十
三
万
七
千
九
百
十
九

円
を
全
て
取
り
崩
し
ま
し
た
。「
Ⅱ
剰
余
金
処
分
額
」、
二
百

七
十
三
万
七
千
九
百
十
九
円
。
次
期
繰
越
剰
余
金
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。

以
上
で
す
。
ご
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
、
財
務
部

長
よ
り
説
明
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
あ
る
方
は
挙
手
を

も
っ
て
ど
う
ぞ
。
岩
城
議
員
。

岩
城
議
員
＝
昨
日
の
常
置
委
員
会
で
「
な
ぜ
補
正
予
算
を

組
ま
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
質
問
を
し
ま
し
て
、
早
々
に

総
長
が
お
詫
び
を
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
以
上
言
う
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
剰
余
金
の
全
額
取
り
崩
し
と
、
醍

醐
寺
特
別
拠
出
金
の
支
出
は
私
の
記
憶
の
範
囲
で
は
、
こ
れ

は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
る
程
度
の
時
期
で
分
か
っ
て

い
た
の
に
、
常
置
委
員
会
に
諮
っ
て
宗
会
の
承
認
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
私
と
し
て
は
理
解

が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
何
年
か
前
か
ら
常
置
委
員
会
の
発
案
で
で
き
た
小

委
員
会
を
何
度
か
開
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
さ
れ

て
い
る
の
か
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
予
算
委
員
会
の
付
託

事
項
と
し
て
諸
制
度
委
員
会
の
開
催
を
財
務
部
長
に
要
請
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
も
開
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
長
期
滞
納
者
を

整
理
し
な
け
れ
ば
現
実
的
な
予
算
が
組
め
な
い
の
で
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
総
長
は
「
今
年
は
や
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
の

で
、
改
め
て
総
長
の
決
意
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

岩
鶴
議
長
＝
番
外
一
番
、
宗
務
総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
私
も
管
長
猊
下
に
変
革
を
頼
ま
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、『
宗
規
』『
宗
制
』
に
つ
い
て
、
広
く
多
く
の

教
師
の
方
か
ら
ご
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
に
、
年
内
に
五
回

程
そ
う
い
っ
た
場
を
開
か
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、

案
内
状
は
で
き
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
方
の
ご
意
見
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
い
た
中
で
、
あ
る
程
度
の
骨
子
を
こ
ち
ら
で
作

成
致
し
ま
し
て
、
そ
し
て
制
度
審
議
会
に
諮
っ
て
い
た
だ
く

と
。
そ
こ
で
「
良
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
宗
会
に
お
諮

り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
通
れ
ば
弁
護
士
と
も
お
話
を
さ
せ
て
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い
た
だ
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
登
記

を
し
て
執
行
し
て
い
く
と
。
こ
う
い
う
プ
ラ
ン
は
立
て
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か
ら
、
間
違
い
な
く
本
年
度
か
ら
は

そ
う
い
っ
た
も
の
が
進
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
し
ば
ら

く
お
待
ち
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
必
ず

変
え
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
岩
城
議
員
。

岩
城
議
員
＝
決
意
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
制
度
の
改
正
、

ま
た
『
宗
制
』、『
宗
規
』
の
改
正
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
も
う
一
つ
、
違
う

件
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

三
好
財
務
部
長
＝
今
の
件
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

岩
鶴
議
長
＝
番
外
四
番
、
財
務
部
長
。

三
好
財
務
部
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
岩
城
議
員

か
ら
の
補
正
予
算
の
ご
指
摘
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
申
し
訳
ご

ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
来
で
す
と
、
十
一
月
、
十
二
月
頃

に
、
そ
の
時
点
で
予
測
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て

い
ま
す
。
楽
観
的
な
判
断
で
あ
り
ま
し
た
こ
と
を
も
う
一
度

反
省
を
し
て
、
今
後
に
活
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
宗

費
や
礼
録
金
に
関
し
て
は
、
過
去
の
推
移
デ
ー
タ
か
ら
予
算

を
組
ん
で
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て

は
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
は
も
っ
と
僧
階
昇
補
の
お
申
し

出
が
あ
る
か
と
楽
観
的
に
期
待
が
あ
り
ま
し
た
こ
と
も
正
直

に
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
存
じ
の
通
り
、
本
庁
は
醍
醐
寺
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
故

に
醍
醐
寺
の
決
算
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
費
用
を

醍
醐
寺
と
の
按
分
に
て
振
り
分
け
て
お
り
ま
す
の
も
、
本
庁

で
速
や
か
な
判
断
が
管
理
で
き
な
い
理
由
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。

大
変
厳
し
い
財
政
運
営
の
中
で
も
、
今
後
は
楽
観
的
で
は
な

く
、
保
守
的
な
考
え
の
下
、
判
断
を
意
識
し
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
引
き
続
き
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
他
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
、
ご
質
問
。

藤
澤
議
員
＝
四
番
、
藤
澤
で
す
。
確
認
で
す
が
令
和
五
年

度
と
い
う
の
は
、
期
日
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
を
指
し
ま
す

か
。岩

鶴
議
長
＝
財
務
部
長
。

三
好
財
務
部
長
＝
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
で
す
。

藤
澤
議
員
＝
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月

三
十
一
日
で
す
ね
。

三
好
財
務
部
長
＝
は
い
。

藤
澤
議
員
＝
そ
の
間
に
、
恐
ら
く
前
管
長
の
ご
葬
儀
、
新

管
長
の
晋
山
式
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
告
諭
の
中

で
も
管
長
猊
下
が
「
決
算
書
は
ど
の
よ
う
な
行
事
が
こ
の
年

度
内
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
」
と

お
話
し
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
前
管
長
の
ご
葬
儀

乃
至
新
管
長
ご
晋
山
の
費
用
の
出
入
り
が
私
の
見
る
限
り
無

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
無
い
と
い
う
こ
と
は
、
行
事
は
行
な

わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
質
問
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
財
務
部
長
。

三
好
財
務
部
長
＝
今
の
ご
指
摘
は
、
醍
醐
寺
の
決
算
の
ほ

う
で
見
て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
確
認
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
存
じ
ま
す
。

藤
澤
議
員
＝
確
か
に
そ
う
で
す
が
、
や
は
り
醍
醐
派
と
し

て
管
長
の
ご
葬
儀
は
こ
の
中
に
「
や
り
ま
し
た
よ
」
と
い
う

こ
と
が
な
ぜ
記
し
て
な
い
の
か
な
と
。
座
主
の
葬
儀
は
醍
醐

寺
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、
管
長
の
ご
葬
儀
を
醍
醐
派
は

し
な
か
っ
た
の
か
な
と
。
そ
う
い
う
の
が
、
多
分
、
決
算
書

の
意
義
だ
と
思
い
ま
す
が
。
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
思
い
、
考
え
方
が
違
う
の
か
ど
う
な
の
か
。

岩
鶴
議
長
＝
藤
澤
議
員
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
決
算
報
告

書
だ
け
で
は
な
く
て
、
令
和
五
年
度
の
事
業
報
告
書
と
い
う

の
も
本
来
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
。
た
だ
、
今
回
、
令

和
五
年
度
の
事
業
報
告
、
決
算
報
告
は
ご
説
明
さ
れ
た
の
で

す
が
、
記
載
さ
れ
て
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
ど
な
た
か
ご
答

弁
を
。
総
務
部
長
。

仲
田
総
務
部
長
＝
事
業
報
告
は
次
年
度
予
算
の
時
に
し
て

い
ま
す
。
三
月
の
定
期
宗
会
の
時
に
前
年
の
報
告
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
確
か
に
、
決
算
と
併
せ
て
報
告
が

本
来
で
は
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
後
、

検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
管
長
の
ご
遷
化
に
つ
い
て
は
、
藤
澤
議
員
の
お
っ

し
ゃ
る
こ
と
は
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
来
で
あ

れ
ば
予
備
費
等
で
お
供
え
を
出
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

が
あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
確
か

に
こ
の
決
算
書
を
見
る
限
り
で
は
、
管
長
猊
下
の
ご
葬
儀
を

し
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
皆

様
の
お
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
て
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る

と
す
れ
ば
、深
く
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

藤
澤
議
員
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方
が
職
衆

と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
宗
会
議
員
と

し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
何
ら
か
の
形
で
そ
う
い
う

も
の
が
載
っ
て
い
る
の
か
な
と
。例
え
ば
第
一
款「
奠
供
費
」

等
の
備
考
欄
に
「
管
長
の
葬
儀
の
御
供
費
用
が
拠
出
さ
れ

た
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
。

ど
こ
で
も
そ
う
で
す
が
、
個
人
と
お
寺
の
収
入
と
支
出
は

は
っ
き
り
し
て
お
か
な
い
と
税
務
署
か
ら
注
意
さ
れ
ま
す
の

で
、
い
か
が
な
の
か
と
思
っ
て
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
仲
田
部
長
、
三
好
部
長
か
ら
も
ご
返
答
い
た
だ
き
ま

し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

岩
鶴
議
長
＝
他
に
ご
質
問
、
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
岩
城
議

員
。
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岩
城
議
員
＝
機
関
誌
製
作
費
で
す
が
、『
神
変
』
の
予
算

と
し
て
は
、
冊
子
の
も
の
が
年
間
二
冊
と
十
回
は
別
冊
を
出

す
と
い
う
こ
と
が
、
一
応
、
予
算
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
現
実
的
に
は
前
期
号
は
出
ま
し
た
が
後
期
号
は
出
て
い

ま
せ
ん
。
以
前
に
、
予
算
書
、
決
算
書
は
宗
派
の
そ
の
年
度

の
計
画
、
結
果
を
表
す
基
本
的
な
も
の
な
の
で
、『
神
変
』

に
載
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
申
し
上
げ
ま
し

て
、
少
し
出
た
こ
と
あ
る
の
で
す
が
最
近
は
出
て
い
ま
せ
ん
。

宗
会
の
議
事
要
録
で
す
が
、
こ
れ
も
こ
の
前
の
宗
会
で
、

前
座
主
の
仲
田
管
長
が
「
宗
会
の
議
事
要
録
を
出
す
の
は
、

末
寺
の
方
に
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
を
分
か
っ
て

も
ら
う
た
め
に
出
し
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
最

近
は
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
こ
の
部
署
で
誰
が
責
任
者

な
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、『
神
変
』
に
対
し
て
は
ど

う
い
う
方
針
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
か
お
聞
き
し
た
い
。

も
う
一
つ
、『
神
変
』
の
こ
と
な
の
で
、
直
接
決
算
に
は

関
係
な
い
の
で
す
が
、
少
し
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

壁
瀬
座
主
が
一
月
に
入
山
さ
れ
て
、
ま
た
五
月
に
晋
山
、

祝
賀
会
も
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
、
来
て
お
ら
れ
る
宗
教
新

聞
に
も
大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
末
寺
の
多
く
は

こ
う
い
う
新
聞
を
取
っ
て
お
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

十
数
年
前
の
仲
田
座
主
の
入
山
式
と
晋
山
式
は
、
そ
の
当

時
の
『
神
変
』
に
書
か
れ
て
お
り
、
入
山
式
は
そ
の
際
の
カ

ラ
ー
写
真
が
幾
つ
か
載
っ
て
い
ま
す
。
晋
山
式
に
関
し
て
は
、

晋
山
式
の
行
列
や
表
白
文
、
祝
辞
、
式
次
第
も
載
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
時
の
宗
内
の
配
役
、
霊
宝
館
で
の
祝
賀
会

の
様
子
や
出
席
者
の
名
前
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で

は
し
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
新
た
に
壁
瀬
座
主
が

晋
山
さ
れ
た
の
で
、
特
別
記
念
号
で
な
く
て
も
通
常
の
『
神

変
』
に
こ
う
い
う
こ
と
を
掲
載
さ
れ
る
計
画
が
あ
る
か
お
聞

き
し
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
番
外
一
番
、
宗
務
総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
い
つ
も
『
神
変
』
の
発
刊
が
遅
れ
て
い

る
こ
と
は
大
変
申
し
訳
な
く
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も

人
材
不
足
で
職
員
の
確
保
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。『
神
変
』に
つ
い
て
は
実
は
既
に
で
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。

あ
と
は
刷
る
だ
け
な
の
で
す
が
、
遅
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

前
門
様
の
ご
葬
儀
、
ご
遷
化
の
特
別
号
に
な
り
ま
す
が
、
も

う
す
ぐ
発
刊
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
出
し
た
後
に
、

今
度
は
晋
山
式
の
こ
と
を
別
冊
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ

ち
ら
も
で
き
上
が
っ
て
お
り
ま
す
の
で
送
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

こ
れ
も
次
回
の
宗
会
に
諮
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、『
神

変
』
の
在
り
方
、
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
抜

本
的
に
考
え
直
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
私
の
個
人
的
な
考
え
で
す
。
こ
れ
だ
け
遅
れ
て
は
ど
う
に

も
な
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
予
算
で
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
持
っ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
は
議
員
の
皆
様
の
お
知
恵
を
お
借

り
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
が
良
い
の
か
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
岩
城
議
員
。

岩
城
議
員
＝
実
際
に
去
年
出
さ
れ
た
『
神
変
』
に
し
て
も

内
容
的
に
は
一
年
以
上
前
の
記
事
が
載
っ
て
い
て
、「
な
ぜ

一
年
ほ
ど
前
の
も
の
が
載
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
別
冊
に
は
一
応
必
要
な
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
が
、
以
前
の
『
神
変
』
で
は
、
も
っ
と
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
切
な
く
て
、

私
の
言
う
よ
う
に
、
予
算
、
決
算
も
出
な
い
し
宗
会
の
議
事

録
も
出
な
い
と
い
う
こ
と
で
。
今
後
、
考
え
て
い
か
れ
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

た
だ
、
今
、
私
が
聞
い
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
ど
う
い
う

方
針
で
や
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
ど
こ
の
部
署
で
誰
が

責
任
者
で
や
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
と
。
今
後
の
こ
と
は
、
今
、

総
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
番
外
一
番
、
宗
務
総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
一
応
、
担
当
は
飯
田
と
い
う
者
が
お
り

ま
す
。
擁
護
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
の
宗
会
に
お

い
て
も
、
録
音
し
て
お
り
ま
す
が
、
醍
醐
寺
の
機
材
が
非
常

に
劣
悪
な
も
の
で
、
音
を
拾
う
の
に
も
時
間
が
掛
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
予
算
が
で
き
れ
ば
最
新
の
機
材
に

変
え
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
拾
う
だ
け
で
大
変
な
労
働

力
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
も
ど
う
に
か
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も

発
行
人
は
、こ
れ
か
ら
は
私
で
す
の
で
、全
責
任
は
私
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

過
去
は
ど
う
い
う
お
考
え
で
や
っ
て
い
た
か
と
い
う
の
は
、

私
は
過
去
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
の
で
総
務
部
長
に
代
わ
り

ま
す
。

仲
田
総
務
部
長
＝
何
度
も
ご
指
摘
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

で
す
の
で
、
深
く
お
詫
び
す
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

『
神
変
』
誌
は
執
行
長
の
下
、
各
部
長
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
を

し
て
出
し
て
い
く
と
い
う
形
で
今
ま
で
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

別
冊
と
い
う
形
を
取
っ
て
十
二
回
に
分
け
て
、
そ
の
中
に
議

事
録
を
挟
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
予
算
取
り
を
し
て
い
ま

す
。
議
事
録
が
前
回
の
宗
会
の
分
も
ま
だ
出
て
い
な
い
の
は

非
常
に
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
ま
す
が
鋭
意
努
力
し
て
や
っ

て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
お
伝
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

本
誌
も
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
前
座
主
の
追
悼
の
記
事
に
つ
い
て
も
管
長
、
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総
長
か
ら
「
早
く
出
せ
」
と
言
わ
れ
て
お
き
な
が
ら
、
原
稿

整
理
や
ご
参
香
い
た
だ
い
た
方
の
お
名
前
の
確
認
等
に
時
間

が
掛
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
総
長
も
申
し
上
げ
た
通
り
、

前
座
主
の
追
悼
も
併
せ
た
後
期
分
が
間
も
な
く
お
手
元
に
届

く
と
思
い
ま
す
。
別
冊
の
七
月
号
に
晋
山
式
の
こ
と
だ
け
は

載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
全
教
師
の
方
に
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
が
、
入
山
、
晋
山
に
つ
い
て
も
次
の
別
冊
に
載
せ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

長
年
、『
神
変
』
が
な
か
な
か
出
せ
な
い
と
い
う
の
は
課

題
で
し
た
。
今
後
、
ど
う
い
う
在
り
方
に
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
も
含
め
て
、
過
去
を
反
省
し
な
が
ら
先
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
形
で
な
る
べ
く
早

く
情
報
が
届
く
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
『
神
変
』
誌
の
質
問
に
関
し
て
は
、
こ
れ
で

終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
決
算
書
に
つ
き
ま
し
て
、
他

の
ご
質
問
等
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
は
い
、
和
気
議

員
。和

気
議
員
＝
三
番
、
和
気
で
す
。
確
認
と
い
う
か
、
お
聞

き
し
た
い
の
で
す
が
、
決
算
書
を
作
る
に
当
た
っ
て
、
当
然
、

月
毎
に
数
字
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
月
毎
に
出
た
数
字

を
財
務
部
長
か
ら
総
長
や
管
長
猊
下
に
ご
報
告
す
る
形
で
確

認
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
鶴
議
長
＝
番
外
六
番
、
工
藤
課
長
。

工
藤
財
務
部
課
長
＝
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
宗

務
本
庁
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
光
熱
費
等
は
月
々

醍
醐
寺
が
ま
と
め
て
一
旦
払
い
ま
し
て
、
立
替
金
扱
い
、「
立

替
金
本
庁
」
と
い
う
形
で
清
算
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
毎
月

で
き
る
か
と
い
え
ば
少
し
遅
れ
る
月
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
ほ
ぼ
月
々
の
元
帳
に
載
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
経

費
に
つ
い
て
は
、
醍
醐
寺
の
決
算
が
終
わ
っ
て
勘
定
科
目
を

締
め
て
か
ら
按
分
し
て
い
る
の
で
、
宗
務
本
庁
の
費
用
に

載
っ
て
く
る
の
が
三
月
三
十
一
日
で
す
。
こ
れ
は
醍
醐
寺
の

決
算
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
か
ら
で
な
い
と
按
分
が
最
終
的

に
で
き
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

和
気
議
員
＝
そ
う
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
決
算
の
見
込
み

が
立
ち
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

岩
鶴
議
長
＝
番
外
二
番
、
総
務
部
長
。

仲
田
総
務
部
長
＝
そ
う
で
す
。
収
入
は
全
く
予
想
が
つ
か

な
い
の
で
、
総
務
と
し
て
も
「
こ
れ
だ
け
入
っ
て
く
る
だ
ろ

う
」
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
収
入

の
報
告
は
上
が
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
三
月
ま
で
予
想
が

付
か
な
い
と
。
支
出
は
あ
る
程
度
は
予
想
で
き
ま
す
の
で
、

今
、
番
外
六
番
が
言
っ
た
通
り
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
確
認
で
す
が
、
会
計
年
度
は
四
月
一
日
、
翌

年
三
月
三
十
一
日
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
数
字
と
い
う
の
は
、
当
然
、
今
回
の
臨
時
宗
会
ま
で
に
三

カ
月
以
上
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
修
正
を
加
え
る
と
い
う

こ
と
で
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
ね
。
た
だ
、
全
て
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
数
字
で
あ
る
と
。
そ
れ
が
遅
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

仲
田
総
務
部
長
＝
そ
う
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
期
締
め
は
三
月
三
十
一
日
で
す
ね
。

仲
田
総
務
部
長
＝
は
い
。

岩
鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
丸
山
議
員
。

丸
山
議
員
＝
八
番
、
丸
山
で
す
。
三
点
、
お
願
い
致
し
ま

す
。
ま
ず
第
一
点
目
で
す
が
、
先
ほ
ど
答
弁
の
中
で
、
録
音

機
材
等
が
古
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
令
和

五
年
度
の
「
備
品
費
」
の
決
算
は
約
七
十
三
万
円
で
し
た
。

こ
れ
は
予
算
よ
り
は
少
な
い
。
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
予
算
を
フ
ル
に
、
百
五
十
万
円
な
ら

百
五
十
万
円
を
使
っ
て
、
安
い
品
物
で
は
な
い
の
で
こ
れ
で

も
足
り
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
お
金
を

使
え
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
一
点
。

二
点
目
は
『
神
変
』
誌
等
に
職
員
の
募
集
の
記
事
が
出
て

い
ま
す
が
、
増
え
て
い
る
の
か
、
現
状
維
持
な
の
か
、
減
っ

て
い
る
の
か
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
点
目
に
伝
法
学
院
の
講
師
、
教
授
陣
が
十
六
人
か
ら

十
七
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
ど
な
た
が
何
を
教
え
て
い

る
の
か
。
こ
れ
を
末
寺
に
知
ら
せ
れ
ば
、
そ
の
先
生
方
を
見

て「
こ
の
先
生
な
ら
興
味
が
あ
る
、こ
の
先
生
に
習
い
た
い
」

と
い
う
人
も
出
て
く
る
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を

オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
三
点
ご
ざ
い
ま

し
た
。
音
響
設
備
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
事
務
費
の
増
額

を
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
の
が
一
点
目
。

二
点
目
に
、『
神
変
』
誌
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
員
募
集

に
関
し
て
、
今
現
在
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
費
用
対
効
果

が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

三
点
目
に
伝
法
学
院
に
お
い
て
ど
な
た
が
講
師
を
さ
れ
て
、

そ
の
方
は
何
を
教
え
て
お
ら
れ
る
の
か
を
公
表
と
言
い
ま

し
ょ
う
か
、『
神
変
』
誌
に
記
載
さ
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う

か
と
。
そ
れ
に
伴
っ
て
入
学
希
望
者
も
増
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
三
点
で
す
。
ど
な
た
か
ご
答
弁
を
。
番
外
一

番
、
宗
務
総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
第
一
点
目

は
予
算
化
で
き
る
も
の
な
ら
予
算
化
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
『
神
変
』
誌
に
掲
載
し
て
い
る
職
員
募
集
の
件

で
す
が
、
今
年
は
随
行
と
寮
監
の
二
名
が
新
た
に
奉
職
し
て

い
ま
す
。

学
院
授
業
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
す
が
、
教
学
部
長
が
一
生

懸
命
力
を
入
れ
て
様
々
な
方
面
か
ら
講
師
を
お
迎
え
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
来
年
度
は
、
先
回
申
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し
ま
し
た
よ
う
に
種
智
院
大
学
と
も
協
力
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
な
る
と
。
他
派

の
方
に
も
来
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
恵
印
の
授

業
の
内
容
も
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
少

し
ず
つ
よ
り
良
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

丸
山
議
員
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
確
認
で
す
が
、
二
名
増
え
た
と
い
う
こ
と
で

す
か
。
グ
ロ
ス
の
ト
ー
タ
ル
と
し
て
。
純
増
何
名
で
す
か
。

仲
田
総
務
部
長
＝
純
増
一
名
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
一
名
増
員
さ
れ
た
。

仲
田
総
務
部
長
＝
一
名
減
、
二
名
増
で
す
。

岩
鶴
議
長
＝
他
に
ご
質
問
等
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

大
道
議
員
。

大
道
議
員
＝
昨
日
も
常
置
委
員
会
に
出
て
い
ま
し
た
の
で
、

決
算
に
つ
い
て
は
審
議
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
こ
の
ま
ま
決

定
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
項
目
が
マ
イ
ナ
ス

で
す
か
ら
。
こ
れ
が
現
実
だ
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
点
は
、
藤
澤
議
員
が
言
わ
れ
た
こ
と
は
も
っ
と
も

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
絶
対
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

し
ま
せ
ん
と
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
誤
解
も
出
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
点
で
す
。
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宗
務
本

庁
の
決
算
書
だ
け
で
は
全
体
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
醍
醐

寺
と
宗
務
本
庁
で
按
分
し
て
い
る
と
い
う
話
は
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
醍
醐
寺
自
体
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
で

は
分
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、
醍
醐
寺
の
決
算
書
も
見
せ
て

い
た
だ
け
る
と
も
っ
と
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。「
こ
の
よ

う
に
し
て
お
金
を
集
め
よ
う
」
と
か
、
末
寺
に
も
説
明
が
し

易
い
。
そ
の
権
限
が
こ
の
宗
会
に
な
い
の
で
醍
醐
寺
の
決
算

書
は
顧
問
会
で
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
一

番
の
疑
問
で
す
。
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
。

仲
田
総
務
部
長
＝
後
か
ら
と
い
う
と
変
で
す
が
、『
神
変
』

等
に
も
載
せ
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
は
ご
覧
を
い
た
だ
け
ま
す
。

昨
日
、
顧
問
会
が
あ
り
ま
し
て
決
算
を
認
め
て
い
た
だ
い
た

段
階
で
す
。
こ
の
後
、『
神
変
』
に
載
せ
る
と
い
う
こ
と
を

通
年
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
で
ご
納
得
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

大
道
議
員
＝
全
く
意
味
が
な
い
で
す
。
時
間
差
な
の
で
。

事
前
に
醍
醐
寺
の
決
算
書
を
配
っ
て
い
た
だ
い
て
、「
表
に

出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」、「
大
事
な
書
類
で
す
か
ら
回
収
し

ま
す
」
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
。
そ
れ
ぐ
ら
い
の
常
識
は
各

議
員
さ
ん
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
。
で
き
れ

ば
案
の
時
点
で
も
見
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

健
全
で
全
然
問
題
な
く
、
プ
ラ
ス
収
支
で
や
っ
て
お
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
言
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
正
直
、
大
変
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ

て
い
る
の
で
。
そ
の
話
だ
け
は
何
か
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に

し
た
っ
て
、
減
ら
な
い
も
の
は
減
ら
な
い
。
醍
醐
派
の
末
寺

に
と
っ
て
醍
醐
寺
は
言
う
な
れ
ば
一
番
上
の
寺
院
で
す
か
ら
、

醍
醐
派
の
末
寺
は
醍
醐
寺
に
対
し
て
お
金
を
納
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
末
寺
の
代

表
の
宗
会
議
員
は
当
然
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
規
則
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
で
す
。
す
い
ま
せ
ん
、
余
談
か
も
分
か
り
ま
せ

ん
。岩

鶴
議
長
＝
番
外
一
番
、
宗
務
総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
透

明
性
を
こ
れ
か
ら
確
保
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
昨
日

の
顧
問
会
で
も
皆
様
方
に
、
正
直
に
全
て
を
開
示
し
て
い
ま

す
。
よ
っ
て
、
今
後
は
末
寺
の
皆
様
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き

な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
解
決
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。「
提
示
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
別
に
隠

す
必
要
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
は
間
に
合
い
ま
せ

ん
が
、
次
回
、
出
せ
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
後
日
、『
神
変
』

に
載
る
わ
け
で
す
か
ら
全
く
問
題
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

岩
鶴
議
長
＝
今
日
は
醍
醐
寺
の
決
算
で
は
な
く
て
宗
派
の

決
算
で
す
。
醍
醐
寺
の
決
算
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
文
化
財
事
業
、
収
益
事
業
、
そ
れ
か
ら
一
般
。
そ
れ
を

こ
の
宗
会
で
ご
質
問
等
受
け
ま
す
と
、
多
分
、
真
面
目
に
や

れ
ば
二
泊
三
日
に
な
り
ま
す
。

今
日
現
在
、
決
算
は
別
々
で
や
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
大

道
議
員
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と

で
、
宗
務
総
長
の
答
弁
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
少
し

時
間
掛
け
て
、
ど
う
い
う
形
で
醍
醐
寺
と
醍
醐
派
を
リ
ン
ク

さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
別
途
議
論
し
て
い
か
な
い

と
。
一
概
に
や
っ
て
し
ま
う
と
、
答
弁
す
る
ほ
う
も
多
分
で

き
な
い
。
ま
た
質
問
す
る
ほ
う
も
宗
派
と
醍
醐
寺
が
交
錯
し

て
混
乱
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
少
し
時
間
を

掛
け
て
整
理
整
頓
し
て
か
ら
、
大
道
議
員
の
議
論
は
進
め
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
道
議
員
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

醍
醐
寺
の
決
算
を
見
て
、
質
問
さ
れ
た
ら
多
分
困
る
と
思
う
。

無
理
で
し
ょ
う
。

大
道
議
員
＝
そ
れ
は
無
理
で
す
ね
。

岩
鶴
議
長
＝
た
だ
、
方
針
と
し
て
は
情
報
開
示
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
事
業
計
画
や
様
々
な
こ
と
を
こ
れ

か
ら
現
宗
会
議
員
の
皆
様
で
時
間
掛
け
て
、
良
い
や
り
方
を

ご
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
か
と
。
あ
く
ま

で
も
決
算
は
単
体
の
宗
教
法
人
の
醍
醐
寺
決
算
、
単
体
の
宗

教
法
人
の
醍
醐
派
の
決
算
と
。
別
々
の
決
算
を
し
た
上
で
、

「
こ
れ
を
一
緒
に
し
た
時
に
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う

の
は
、
別
途
、
別
の
ス
テ
ー
ジ
で
議
論
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
ろ

し
い
か
と
思
い
ま
す
。

少
な
く
と
も
今
日
は
醍
醐
派
の
決
算
だ
け
で
さ
せ
て
い
た
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だ
い
て
、
大
道
議
員
の
話
は
我
々
で
一
度
し
っ
か
り
と
議
論

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
か
。
良
い
こ
と
で
す
か
ら
。
よ
ろ
し
い

で
す
か
。

─
「
異
議
な
し
」
の
声
─

岩
鶴
議
長
＝
で
は
こ
こ
で
、
昨
日
、
常
置
委
員
会
に
お
い

て
監
査
を
致
し
ま
し
た
。
そ
の
監
査
報
告
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
常
置
委
員
会
の
監
査
報
告
は
、
副
委
員

長
の
大
塚
議
員
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

大
塚
議
員
＝
失
礼
致
し
ま
す
。
委
員
長
、
岩
鶴
密
雄
僧
正

が
議
長
で
す
の
で
、
代
わ
り
に
副
議
長
の
大
塚
が
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日
、
宗
務
本
庁
常
置
委
員
会
が
開

か
れ
た
折
、
令
和
六
年
度
常
置
委
員
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た

令
和
五
年
度
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
歳
入
歳
出
決
算
書
案

は
、
慎
重
審
議
、
監
査
の
結
果
、
適
正
と
認
め
ま
す
。
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岩
鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
、
常
置
委

員
会
か
ら
の
報
告
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
ご
質
問
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
が
、
一
度
こ
こ
で
決
算
委
員
会
に
こ
の
決
算

案
を
付
託
し
た
い
の
で
す
が
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

─
「
異
議
な
し
」
の
声
─

岩
鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
決
算

委
員
会
に
付
託
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
決
算
委
員
の
委
員
長

は
和
気
議
員
。
目
途
と
し
て
三
十
分
ぐ
ら
い
で
お
願
い
し
た

い
の
で
す
が
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

和
気
議
員
＝
は
い
。

岩
鶴
議
長
＝
場
所
は
寺
務
所
二
階
で
お
願
い
し
ま
す
。
そ

れ
ま
で
暫
時
休
憩
に
入
り
ま
す
。

─
午
前
十
一
時
十
六
分
か
ら

午
前
十
一
時
四
十
八
分
ま
で
休
憩
─

岩
鶴
議
長
＝
そ
れ
で
は
再
開
致
し
ま
す
。
先
ほ
ど
、
決
算

委
員
会
に
決
算
案
を
付
託
致
し
ま
し
た
。
そ
の
件
に
つ
い
て
、

決
算
委
員
会
か
ら
ご
報
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

和
気
議
員
＝
失
礼
致
し
ま
す
。
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
先
ほ
ど
寺
務
所
の
二
階
に
お
い
て
、
決
算
委
員
に
よ

り
決
算
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

決
算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
一
号
、
令
和
五

年
度
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
決
算
内
容
に
つ
い
て
、
収
入

お
よ
び
支
出
、
明
細
簿
、
各
種
証
票
、
そ
の
他
補
助
簿
、
詳
細
、

綿
密
に
至
り
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
整
理
は
確
実
で
正

当
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
お
り
、
い
さ
さ
か
の
誤
り
も
な

い
こ
と
を
確
認
致
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
ご
報
告
致
し
ま

す
。岩

鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

こ
こ
で
本
日
上
程
さ
れ
ま
し
た
第
一
号
議
案
の
採
決
に
入
り

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
異
議
な
い
で
し
ょ
う
か
。

─
「
異
議
な
し
」
の
声
─

岩
鶴
議
長
＝
そ
れ
で
は
、
採
決
に
入
り
ま
す
。「
令
和
五

年
度
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
歳
入
歳
出
決
算
書
（
案
）」

に
つ
い
て
、
賛
成
の
方
、
挙
手
を
お
願
い
し
ま
す
。

─
全
議
員
、
挙
手
─

岩
鶴
議
長
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
全
会
一
致
で
、

第
一
号
議
案
は
可
決
い
た
だ
き
ま
し
た
。
番
外
一
番
、
宗
務

総
長
。

大
原
宗
務
総
長
＝
通
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

岩
鶴
議
長
＝
そ
れ
で
は
、
今
般
の
臨
時
宗
会
、
無
事
に
終

了
致
し
ま
し
た
。
議
事
の
進
行
、
皆
様
方
の
ご
協
力
を
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
て
閉
会
と
致
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

─
午
後
零
時
よ
り
閉
会
式
─

小
暮
幹
事
＝
そ
れ
で
は
、
臨
時
宗
会
の
閉
会
式
を
行
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

─
管
長
猊
下
、
ご
臨
席
─

議
長
閉
会
報
告

岩
鶴
議
長
＝
失
礼
致
し
ま
す
。
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

今
般
、
上
程
さ
れ
ま
し
た
「
令
和
五
年
度
真
言
宗
醍
醐
派
宗

務
本
庁
歳
入
歳
出
決
算
書
（
案
）」
に
つ
い
て
、
全
会
一
致

で
可
決
致
し
ま
し
た
。
以
上
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

管
長
猊
下
ご
挨
拶

壁
瀬
管
長
猊
下
＝
本
日
は
、
臨
時
宗
会
に
お
い
て
、
令
和

五
年
度
の
決
算
、
慎
重
審
議
を
し
て
い
た
だ
き
、
無
修
正
に

て
こ
れ
を
可
決
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
改
め
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
加
え
て
、
前
座
主
の
ご
葬
儀
の
ご
報
告
、
或
い

は
補
正
予
算
の
問
題
と
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
も
ご
指
摘
い
た

だ
い
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
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き
ち
っ
と
そ
れ
ら
が
な
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
内
局
の
ほ
う
が

努
力
を
し
て
ま
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

今
後
、
宗
務
本
庁
の
こ
の
財
務
的
な
問
題
も
議
論
を
深
め

て
ま
い
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
議
員
の
皆

様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

暑
さ
厳
し
い
折
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
、
お
身
体
、
十
分

に
ご
留
意
い
た
だ
き
ま
し
て
、
十
一
月
の
慶
讃
法
要
に
ご
協

力
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

宗
務
総
長
挨
拶

大
原
宗
務
総
長
＝
失
礼
致
し
ま
す
。
議
員
の
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
長
時
間
に
亘
る
ご
審
議
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
議
員
の
皆
様
か
ら
賜
り
ま
し
た
貴
重
な

ご
意
見
を
今
後
生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
変
わ
ら
ぬ
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
、
醍
醐
寺
で
は
、
大
阪
の
中
之
島
に
お
い
て
国
宝
展
が

開
か
れ
て
お
り
ま
す
。
国
宝
十
四
件
、
重
要
文
化
財
四
十
七

件
を
含
む
約
九
十
件
の
名
宝
が
一
挙
に
公
開
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
来
場
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
慶
讃
大
法
要
は
、
十
一

月
十
四
日
か
ら
十
八
日
ま
で
執
り
行
な
い
ま
す
。
先
ほ
ど
中

日
の
曼
荼
羅
供
法
要
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
以
前
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
上
醍
醐
の
再
興
を

考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
十
四
日
の
午
後
二
時
か
ら
上
醍
醐

の
五
大
堂
前
に
て
柴
燈
護
摩
を
厳
修
致
し
ま
す
。
当
初
の
予

定
通
り
百
人
を
超
え
る
行
者
の
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
声
掛
け
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
件
な
の
で
す
が
、
来
た
る
十
月
八
日
に
全

真
言
宗
青
年
連
盟
第
四
十
四
回
結
集
醍
醐
大
会
が
金
堂
で
行

な
わ
れ
ま
す
。大
会
テ
ー
マ
は「
法
燈
～
祈
り
を
繋
ぐ
今
～
」

と
い
う
こ
と
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
皆
様
方
に
お
力
添
え
を

い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
、
醐
青
連
の

担
当
者
が
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
控
え
て

い
ま
す
の
で
、
少
し
お
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
世
代
を
託
す
る
若
い
青
年
僧
で
す
の
で
、
我
々
も
本
山
と

し
て
全
面
的
に
協
力
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
が
、
議
員
の
皆
様
に
も
お
力
添
え
を
い
た
だ
け
ま
す
こ

と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

北
川
亮
成
醐
青
連
結
集
大
会
担
当
＝
貴
重
な
お
時
間
頂
戴

し
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
素
は
醐
山
青
年

連
合
会
の
活
動
に
過
分
な
る
ご
理
解
ご
協
力
、
お
力
添
え
を

賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
今
、
総
長
様
よ
り
ご
案
内
を
頂
戴
し
ま
し
た
が
、
本

年
、
全
真
言
宗
青
年
連
盟
が
毎
年
開
催
を
し
て
お
り
ま
す
結

集
と
い
う
大
会
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
本
年
は
醐
青
連
が
担
当

さ
せ
て
い
た
だ
く
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
内
容
と
し
て
は
、

金
堂
で
の
記
念
法
会
を
開
催
し
、
午
後
に
は
チ
ベ
ッ
ト
密
教

の
権
威
で
ご
ざ
い
ま
す
清
風
学
園
の
平
岡
宏
一
先
生
を
お
招

き
し
、
ご
講
演
を
頂
戴
し
ま
す
。
夜
に
は
各
派
の
青
年
僧
と

の
懇
親
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

七
月
の
『
神
変
』
で
も
、
ご
案
内
、
お
知
ら
せ
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
各
醍
醐
派
の
諸
大
徳
の
皆
様
に
は
、

こ
の
大
会
に
何
卒
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と

で
、
ご
協
賛
の
お
願
い
の
書
面
と
振
込
用
紙
の
ほ
う
を
挟
ま

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

既
に
宗
会
議
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
多
く
の
ご

協
力
、
お
力
添
え
を
頂
戴
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
青
年

会
と
い
う
小
さ
い
規
模
で
の
活
動
で
す
の
で
、
大
会
を
開
く

に
は
も
う
少
し
ご
協
力
を
賜
り
た
い
状
況
で
す
。
諸
大
徳
各

位
の
お
力
添
え
を
頂
戴
し
た
い
と
い
う
思
い
で
、
本
日
、
貴

重
な
お
時
間
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
私
達
も
こ
の
大
会
が
醐
青

連
、
醍
醐
寺
、
醍
醐
派
、
そ
し
て
全
真
言
宗
の
青
年
僧
達
に

と
っ
て
、
よ
り
実
り
の
あ
る
良
い
時
間
に
な
る
よ
う
に
準
備

を
進
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
お
力
添
え
、
ご
協
力

の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
共
か
ら
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

─
拍
手
─

─
御
法
楽
─

小
暮
幹
事
＝
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
臨
時
宗
会
閉
会
式
を

終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

長
座
に
亘
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

─
内
局
一
同
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
─

─
午
後
零
時
九
分
、
閉
会
式
、
終
了
─
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真言宗醍醐派宗務本庁

金金        額額

2,737,919

2,737,919

0

2,737,919

2,737,919

0

　　　　当期剰余金

　　　　剰余金取崩

　Ⅲ　次期繰越剰余金

剰剰　　余余　　金金　　処処　　分分　　計計　　算算　　書書　　

令和6年3月31日

項項　　　　                　　目目

　Ⅰ　未処分剰余金

　　　　繰越剰余金

　Ⅱ　剰余金処分額

科科　　　　目目 予予算算額額 決決算算額額 備備　　　　　　　　　　考考

歳歳　　入入　　総総　　額額 83,000,000 77,428,117 △ 5,571,883

第第１１款款　　　　宗宗　　費費　　賦賦　　課課　　金金 65,300,000 56,425,244 △ 8,874,756

　第１項　当　年　度　収　入 59,000,000 52,173,244 △ 6,826,756

　　　第１目　寺　　　院 28,000,000 25,430,244 △ 2,569,756

　　　第２目　教　　　会 2,300,000 1,716,000 △ 584,000

　　　第３目　本宗教師僧侶 20,000,000 19,244,000 △ 756,000

　　　第４目　修験道教師僧侶 8,700,000 5,783,000 △ 2,917,000

　第２項　過　年　度　収　入 6,300,000 4,252,000 △ 2,048,000

　　　第１目　寺　　　院 1,400,000 215,000 △ 1,185,000

　　　第２目　教　　　会 600,000 165,000 △ 435,000

　　　第３目　本宗教師僧侶 3,000,000 2,683,000 △ 317,000

　　　第４目　修験道教師僧侶 1,300,000 1,189,000 △ 111,000

第第２２款款　　　　礼礼　　録録　　金金 9,600,000 4,617,000 △ 4,983,000

0

　第１項　本　　　宗 8,100,000 4,067,000 △ 4,033,000 昇補25件

　第２項　修　験　道 1,500,000 550,000 △ 950,000 昇補10件

第第３３款款　　　　手手　　数数　　料料 3,100,000 1,821,609 △ 1,278,391

　

　第１項　証明・承認 2,800,000 1,641,609 △ 1,158,391

　第２項　褒　　　賞 300,000 180,000 △ 120,000

第第４４款款　　　　雑雑　　収収　　入入 2,000,000 2,399,175 399,175 神変協賛金、伝法教校
教学研修会

第第５５款款　　　　醍醍  醐醐  寺寺  拠拠  出出  金金 3,000,000 3,000,000 0

第第６６款款　　　　剰剰余余金金取取崩崩 0 2,737,919 2,737,919

第第77款款　　　　醍醍醐醐寺寺特特別別拠拠出出金金 0 6,427,170 6,427,170

比比較較増増減減

令和5年度　　真言宗醍醐派宗務本庁歳入歳出決算書

- 1 -

科科　　　　目目 予予算算額額 決決算算額額 備備　　　　　　　　　　考考

第第５５款款　　　　負負　　担担　　金金 2,750,000 2,332,000 △ 418,000

　第１項　種智院大学負担金 700,000 700,000 0

　第２項　全日仏負担金 1,000,000 937,000 △ 63,000

　第３項　同宗連負担金 350,000 350,000 0

　第４項　そ　の　他 700,000 345,000 △ 355,000 真言宗布教連盟､教誨師連盟

第第６６款款　　　　宗宗務務所所報報償償金金 2,200,000 2,175,246 △ 24,754

第第77款款　　　　選選　　挙挙　　費費 1,000,000 823,050 △ 176,950

第第88款款　　　　予予　　備備　　費費 1,000,000 0 △ 1,000,000

令和5年度　真言宗醍醐派宗務本庁歳入歳出決算書

比比較較増増減減

- 3 -

科科　　　　目目 予予算算額額 決決算算額額 備備　　　　　　　　　　考考

歳歳　　出出　　総総　　額額 83,000,000 77,428,117 △ 5,571,883

第第１１款款　　　　奠奠　　供供　　費費 1,000,000 1,000,000 0

第第２２款款　　　　宗宗務務本本庁庁費費 48,650,000 46,246,788 △ 2,403,212

　第１項　給　与　費 33,000,000 32,431,000 △ 569,000

　第２項　事　務　費 11,750,000 11,123,346 △ 626,654

　　１目　備　品　費 1,500,000 730,342 △ 769,658 各種リース料、PC入替・修理等

　　２目　消耗品費 1,650,000 1,157,704 △ 492,296

　　３目　印　刷　費 700,000 878,691 178,691

　　４目　通信・運搬費 3,600,000 4,158,153 558,153 神変発送費等

　　５目　情報管理費 4,300,000 4,198,456 △ 101,544 教師IDカード、ITサポート

　第３項　旅費・交通費 1,700,000 970,520 △ 729,480

　第４項　光熱水費 1,200,000 822,515 △ 377,485

　第５項　東京出張所費 100,000 100,000 0

　第6項　諸問題対策費 800,000 778,455 △ 21,545 弁護士費用等

　第7項　雑　　　費 100,000 20,952 △ 79,048

第第３３款款　　　　会会　　議議　　費費 4,700,000 4,176,825 △ 523,175

　

　第１項　宗　会　費 2,500,000 2,698,405 198,405 3回

　第２項　所長会費 1,300,000 1,375,460 75,460

　第３項　諸制度審議会費 500,000 0 △ 500,000 開催無し

　第４項　そ　の　他 400,000 102,960 △ 297,040 常置委員会２回

第第４４款款　　　　教教　　学学　　費費 21,700,000 20,674,208 △ 1,025,792

　第１項　伝法学院交付金 12,500,000 12,816,665 316,665 カリキュラム拡充による

　第２項　宗内伝道費 2,300,000 1,971,608 △ 328,392 親授式､醐青連助成、HP管理

　第３項　教化活動費 1,700,000 1,890,777 190,777 伝法教校、各種研修会

　第４項　機関誌製作費 5,000,000 3,838,463 △ 1,161,537 神変別冊発刊

　第５項　人権擁護推進費 150,000 156,695 6,695

　第６項　雑　　　費 50,000 0 △ 50,000

比比較較増増減減
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　　 別冊　宗派だより　令和７年４月号
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醍醐寺開創1150年慶讃事業義納金について

［お問い合わせ］宗務本庁 TEL：075-571-0002

　今般の義納金は、醍醐寺開創以来1150年に亘って受け
継がれてきた法流伝承の象徴として「法流の杜」を整備
するための大切なものです。
　詳細はお手元のパンフレットをご確認いただき、是非
お早目の納入をお願いいたします。
　ご不明点は宗務本庁までお問い合わせください。


